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北海道農業経営基盤強化促進基本方針（骨子） 
 

 効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、認定農業者等への農
地の利用集積により、経営基盤の強化を図ることを目的として、都道
府県知事が、おおむね５年ごとに、10年間を見通した総合的な計画を
定めるもの 

 

下線が変更部分 

第１ 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向 
 

 １ 北海道農業の現状 

本道農業の特徴をはじめ、農家戸数や農業就業人口、農地の流

動化など農業構造の推移、取り巻く情勢など 
 

 ２ 農業経営基盤の強化の促進に関する取組方向 

  （１）基本的な考え方 

地域の実情に応じて、効率的かつ安定的で多様な農業経営を育

成・確保し、これらの担い手への農用地の利用集積・集約化を促進 
 

（２）効率的かつ安定的な農業経営の目標とする所得水準及び労働

時間 

主たる従事者が他産業従事者と遜色のない年間労働時間で、

他産業従事者並みの年間農業所得を確保できる効率的かつ安定

的な経営の育成・確保。 

目標年間農業所得 主たる従事者 1人当たり概ね 500万円 

目標年間労働時間 
主たる従事者 1人当たり 

1,700～2,000時間程度 
 

（３）新たに農業経営を営もうとする青年等の目標とする所得水準 

及び労働時間 

自ら農業経営を開始しようとする青年等の所得水準及び労働

時間は、(2)に定める水準をおおむね達成することを目標。 

ただし、農外からの就農者や農家子弟のうち親から独立した

経営を開始する者の所得水準については、おおむね５割の達成

を目標。 
 

  （４）効率的かつ安定的な農業経営の育成・確保 

・認定農業者制度を活用し、各種支援施策の導入・活用を支援。 

・令和 12年度における農業法人数は５，５００経営体を目標。 

・集落営農の組織化及び法人化の推進。 

・毎年、６７０人の新規就農者を育成・確保。 

・雇用労働力の安定的な確保に向けた取組や労働力不足に対応

した生産技術を積極的に推進。 

・女性農業者が活躍できる環境づくりをすすめ、男女平等参画

や女性の活躍を推進。 

 変更ポイント 
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 （５）農地の利用集積と集約化 

地域計画の策定及び実現に向けて、計画的な農用地の利用集

積・集約化を促進。 
 
 （６）多様な農業経営の育成・確保 

農業経営の複合化や６次産業化など、多様な農業経営の育成・

確保を推進。 
 
（７）営農支援体制の整備 

営農支援組織の育成や体制整備を推進するとともに、オペレ

ーターなどの多様な人材を確保し円滑な運営を促進 
 
 （８）地域別の取組 

地域ごとの農業生産等の取組方向。 
 
第２ 効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標 
 

第１の２の(2)に示した目標を達成しうる農業経営の指標として

25類型を例示。 
 
第３ 新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の 

基本的指標 
 

農外からの就農者や農家子弟のうち親から独立した経営を開始

する者の指標として５類型を例示。 
 
第４ 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備 

その他支援の実施に関する事項 
 

１ 農業を担う者の確保及び育成の考え方 

    多様な担い手の育成及び次世代の農業を担う人材の確保・育

成を図るため、地域の受入体制の充実や営農支援組織の強化等

を推進。 

 

２ 農業経営・就農支援センターの体制及び運営方針 

北海道農業公社を北海道農業経営・就農支援センターの業務

を行う拠点として位置づけ、関係機関と連携して就農から定着、

経営発展までの一貫した支援を実施。 

 
 ３ 北海道が主体的に行う取組 

北海道は、農業を担う者の育成・確保に向け、支援センター

と関係機関・団体との連携など総合的な企画調整を実施。 

 

４ 関係機関・団体の役割分担の考え方 

（１）関係機関の連携・役割分担 

支援センターを中心に関係機関・団体と連携し、農業を担う

者の確保・育成を推進。地域においては地域担い手育成センタ

ーが取組を推進。 

 

人・農地プランが地

域計画として法定

化されたことを反

映した語句修正等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業経営基盤強化

促進法第５条第２

項に規定される基

本方針に掲げる事

項の追加 

 

 

 

○支援センターの

体制及び運営方針

を記述 

 

 

○現行の基本方針

で規定していた事

項の条項移動等 
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  （２）北海道認定就農者総合融資制度 

認定新規就農者の円滑な就農のため、各種制度資金の総合的

な利用に向けた助言・指導を実施。 
 

  （３）認定新規就農者への指導及び農業経営改善計画作成への誘導 

認定新規就農者等の経営発展を図るため、地域の関係機関・

団体が技術や経営指導等についての助言・指導を実施し、農業

経営改善計画の作成に計画的に誘導。 
 
５ 就農等希望者のマッチング及び農業を担う者の確保・育成のため

の情報収集・相互提供 

就農等希望者の要望に応じた情報提供や相談対応、マッチン

グ等を実施。 
 
第５ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の

集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関

する目標 
 

効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する 

農用地の利用の集積に関する目標 

本道農用地面積の 95％程度 
 

農用地の集積に当たっては、農用地の維持・確保を行うととも

に、次世代に引き継ぐことを基本とし、農用地の集約に当たって

は、「地域計画」の実現に向けて、各種の農地流動化施策を推進。 
 
第６ 農業経営基盤強化促進事業等の実施に関する事項 

  １ 農業経営基盤強化促進事業に関する基本的な事項 

農業経営基盤の強化を促進するための地域計画推進事業や農

用地利用改善事業の実施。 
 
  ２ 農地中間管理機構が行う特例事業に関する事項 

農地中間管理機構に指定された北海道農業公社が行う農地売

買等事業等の実施。 

 

○現行の基本方針

で規定していた事

項の条項移動等 

 

 

 

 

○就農等希望者の

マッチングや情報

の収集、提供などを

含めた事項の追加 

 

農業経営基盤強化

促進法第５条第２

項に規定される基

本方針に掲げる事

項の追加 

（第４と同様） 

 

人・農地プランが地

域計画として法定

化されたことを反

映した語句修正等 

 

 

人・農地プランが地

域計画として法定

化されたことを反

映した語句修正等 

 

 
 
 
 


